
暮らしの情報欄

龍
ケ
崎
地
方
塵
芥
処
理
組
合　
財
政
状
況

歳　入 歳　出
項　目 金額（千円） 割合（%） 項　目 金額（千円） 割合（%）

分 担 金 及 び 負 担 金 1,088,552 82.38 議 会 費 2,297 0.17
使 用 料 及 び 手 数 料 165,203 12.50 総 務 費 144,203 10.91
財 産 収 入 8 0 衛 生 費 1,055,181 79.86
繰 入 金 11,156 0.84 公 債 費 116,709 8.83
繰 越 金 10,000 0.76 予 備 費 3,000 0.23
諸 収 入 46,471 3.52
歳 入 合 計 1,321,390 100.00 歳 出 合 計 1,321,390 100.00

▼�

令
和
３
年
度
一
般
会
計

　
当
初
予
算
の
状
況

▶組合所有財産の状況
土 地 131,347.0㎡
建 物 19,679.8㎡
車 両 10 台
基 金 積 立 金 113,511 千円

▶組合債現在高の状況
　一般廃棄物処理事業債　1,224,042 千円

▶問い合わせ先
　龍ケ崎地方塵芥処理組合　総務課　☎０２９７－６０－１７７７

令
和
２
年
度
可
燃
ご
み
の
処
理
状
況
と
排
ガ
ス
の
測
定
結
果

項　目 単位 令和元年度 令和 2 年度
可 燃 物 焼 却 量 ｔ 35,479 36,561
焼 却 灰・ 飛 灰 の 溶 融 処 理 量 ｔ 2,618 2,622
埋 立 量 ※ ㎥ 3,472 3,552
埋 立 累 計 量 ㎥ 85,192 88,744
埋 立 残 余 容 量 ㎥ 33,208 29,656

▶可燃ごみ処理状況

※最終処分場の埋立容量は 118,400㎥です。

項　目 単位 国の排出基準 令和元年度 令和 2 年度
ば い じ ん 量 g ／㎥Ｎ 0.15 以下 0.022 0.003
硫 黄 酸 化 物 ppm 3,220 以下 11 ３
塩 化 水 素 ppm 430 以下 42 18
窒 素 酸 化 物 ppm 250 以下 34 32
一 酸 化 炭 素 ppm 100 以下 ５ 13
ダイオキシン類 ng-TEQ ／㎥ N ５以下 0.0104 0.0193

▶排ガス測定結果（年 4回の平均値）

※ 測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値を測定値とみなして平均値を算出しています。
N（ノルマル）：0℃、1 気圧に換算した時の値
ppm（パーツ パー ミリオン）：百万分の 1 を表す割合の単位
TEQ（ティー イー キュー）：ダイオキシン類全体に含まれる毒性の強さを表す単位

　
龍
ケ
崎
市
・
利
根
町
・
河
内
町
か
ら

排
出
さ
れ
た
可
燃
ご
み
の
焼
却
量
は
、

令
和
元
年
度
と
比
較
し
て
１
０
８
２
ｔ

増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
終
処
分

場
へ
の
埋
立
量
も
、
令
和
元
年
度
と
比

較
す
る
と
80
㎥
増
え
て
い
ま
す
。
ご
み

の
減
量
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
ご
み
焼
却
施
設
に
お
け
る
排
ガ
ス
中

の
有
害
物
質
の
測
定
結
果
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
の
項
目
に
お
い
て
も
国
の

排
出
基
準
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
ま
し

た
。今
後
と
も「
く
り
ー
ん
プ
ラ
ザ・龍
」

は
、
周
辺
住
民
の
皆
さ
ま
方
に
安
心
し

て
い
た
だ
け
る
よ
う
公
害
防
止
対
策
に

万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
電
光
掲
示

板
に
よ
る
有
害
物
質
測
定
値
の
表
示
を

行
う
な
ど
、
開
か
れ
た
施
設
と
し
て
運

転
管
理
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

▼�

令
和
２
年
度
一
般
会
計
の
執
行
の
状
況※出納整理期間が５月 31 日までとなっていますので、収入・支出済額欄は確定額ではありません。

歳　入 歳　出
項　目 予算額（千円） 収入済額（千円） 項　目 予算額（千円） 支出済額（千円）

分 担 金 及 び 負 担 金 1,551,848 1,551,848 議 会 費 1,104 132
使 用 料 及 び 手 数 料 163,677 166,754 総 務 費 250,107 244,615
国 庫 支 出 金 304,700 0 衛 生 費 2,707,677 685,054
財 産 収 入 79 85 公 債 費 58,659 58,656
繰 入 金 232,464 232,464 予 備 費 3,000 0
繰 越 金 102,136 102,136
諸 収 入 35,943 52,601
組 合 債 629,700 629,700
歳 入 合 計 3,020,547 2,735,588 歳 出 合 計 3,020,547 988,457
収 入 率 90.57% 支 出 率 32.72%

令和２年度下半期（10 月～３月）の財政事情書（令和３年３月 31 日現在） 　
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
被

保
険
者
ご
と
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計
し
て
、
個
人
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
所
得
の
少
な
い
方
（
世
帯
）
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る

前
に
「
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
（
被
用
者
保
険
）
の
被
扶
養
者
」
で
あ
っ
た
方
は
、
基

準
に
応
じ
て
保
険
料
の
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
軽
減
に
つ
い
て
は
、
制
度
施
行
に
当
た
り
激
変
緩
和
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め
、
負
担
の
公
平
を
図
り
、
負
担
能
力
に
応
じ

た
負
担
を
求
め
る
観
点
か
ら
、
措
置
を
見
直
す
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　
令
和
３
年
度
は
、
均
等
割
額
の
軽
減
判
定
と
軽
減
割
合
に
変
更
が
あ
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
軽
減
が
変
わ
り
ま
す

②加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
均等割額が加入後２年間に限って５割軽減され、所得割額の負担はありません。

（軽減後の年間保険料：23,000 円）

▶問い合わせ先
・保険料の計算について
　茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課　☎０２９－３０９－１２１３
・保険料の納付について
　保険年金課　後期医療係　☎６８－２２１１（内線１７８）

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合 均等割額の
軽減割合

軽減後の
均等割額

43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等の数 -1）以下の世帯 ７割 13,800 円
43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等の数 -1）＋「28.5
万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 ５割 23,000 円

43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等の数 -1）＋「52 万
円×世帯の被保険者数」以下の世帯 ２割 36,800 円

①所得が低い方に対する軽減

・ 収入が公的年金の方は年金収入額から公的年金控除（年金収入額が 330 万円未満
は 110 万円）を差引き、65 歳以上の方は、さらに高齢者特別控除（15 万円）を
差引いて判定します。

・ 給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

【令和３年度】

　
集
積
所
ま
で
ご
み
を
排
出
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
方
な
ど
の
ご
自
宅

を
、
ご
み
収
集
業
者
が
訪
問
し
て
ご
み
を
収
集

す
る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

家
庭
ご
み
個
別
訪
問
収
集
の
ご
案
内　
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
方

▼
収
集
対
象
世
帯

　
町
内
に
居
住
し
、
次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ

か
を
満
た
す
世
帯
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
同

一
敷
地
内
ま
た
は
近
隣
に
親
族
な
ど
が
居
住

し
、
ご
み
の
排
出
の
協
力
が
得
ら
れ
る
場
合
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①�

介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状
態
区
分

が
要
介
護
１
以
上
で
、
65
歳
以
上
の
１
人
暮

ら
し
の
高
齢
者
世
帯

②�

身
体
障
害
者
手
帳
を
有
し
、
２
級
以
上
の
等

級
に
認
定
さ
れ
た
肢
体
不
自
由
ま
た
は
視
覚

障
害
の
あ
る
１
人
暮
ら
し
の
障
が
い
者
世
帯

③��

①
、
②
で
掲
げ
る
高
齢
者
お
よ
び
障
が
い

者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

▼
収
集
の
内
容

●�
ご
み
の
種
類
と
収
集
日
：
も
え
る
ご
み　
毎

週
火
曜
日
／
も
え
な
い
ご
み
・
資
源
物　
第

１・３
週
金
曜
日
（
一
括
収
集
）

・
収
集
日
は
全
地
区
共
通
で
す
。

・�

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
と
年
末
年
始
の
日
程

は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●�

収
集
方
法
：
ご
み
収
集
業
者
が
利
用
者
の
ご

自
宅
に
伺
い
、
利
用
者
が
指
定
す
る
場
所
に

排
出
さ
れ
た
ご
み
を
収
集
し
ま
す
。
分
別
・

収
集
・
声
か
け
に
関
す
る
詳
細
は
、
申
請
時

に
お
伝
え
し
ま
す
。

家
庭
ご
み
個
別
訪
問
収
集
の
ご
案
内

・�

町
指
定
ご
み
袋
や
ス
テ
ッ
カ
ー
は
、
各
自
で

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

・�

ご
希
望
の
方
に
は
、
収
集
時
に
声
か
け
（
安

否
確
認
）
を
行
い
ま
す
。

▼
受
付
窓
口

●
受
付
場
所
：
生
活
環
境
課
（
庁
舎
２
階
）

　
申
請
様
式
は
生
活
環
境
課
窓
口
に
用
意
し
て

あ
り
ま
す
。
電
話
や
郵
送
で
の
申
し
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
申
請
者
（
利
用
希
望
者
、
希

望
者
世
帯
の
構
成
員
、
親
族
、
介
護
者
、
民
生

委
員
な
ど
）
が
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●�

受
付
時
間
：
月
～
金
曜
日
（
平
日
）　

午
前

８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
（
正
午

か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
時
間
を
除
く
）

▼
受
け
付
け
時
に
持
参
す
る
も
の

・
申
請
者
お
よ
び
利
用
希
望
者
の
認
印

・�

申
請
者
お
よ
び
利
用
希
望
者
の
身
分
証
明
書

（
免
許
証
・
保
険
証
な
ど
）

・�

利
用
希
望
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証
ま
た

は
障
害
者
手
帳

▼
受
け
付
け
か
ら
決
定
ま
で

　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出
し

て
い
た
だ
き
、
同
時
に
収
集
開
始
希
望
日
や
利

用
希
望
者
の
現
況
、
生
活
状
況
な
ど
を
お
聞
き

し
ま
す
。
申
請
内
容
に
つ
い
て
審
査
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
後
日
、
決
定
通
知
書
（
決
定
通
知

書
は
、
収
集
を
「
承
認
す
る
」「
承
認
し
な
い
」

に
か
か
わ
ら
ず
発
行
）
を
発
行
い
た
し
ま
す
。

※�

収
集
を
承
認
し
た
場
合
、収
集
開
始
日
な
ど
、

利
用
者
ま
た
は
申
請
者
の
方
へ
事
前
に
ご
連

絡
い
た
し
ま
す
。

▼�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
生
活
環
境
課

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
４
）
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